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表紙

上記事項につきましては、法令及び当社定款の規定にもとづき、書面交付請求を
いただいた株主様に交付する書面には記載しておりません。
また、本株主総会におきましては、書面交付請求の有無にかかわらず、株主の皆
様に電子提供措置事項から上記事項を除いたものを記載した書面を一律でお送り
いたします。

第160回定時株主総会資料
（電子提供措置事項のうち交付書面省略事項）

●主要な事業内容
●主要な事業所
●業務の適正を確保するための体制
●業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
●剰余金の配当等の決定に関する方針
●連結株主資本等変動計算書
●連結注記表
●株主資本等変動計算書
●個別注記表

第160期(2025年３月１日から2026年２月28日まで)

松竹株式会社
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主要な事業内容

①映像関連事業
・劇場用映画の製作・売買・配給・興行 ・映画劇場・売店の運営
・映像版権許諾 ・テレビ映画の制作・販売
・CMの企画・製作 ・BS・CS・CATVのソフト製作・編集
・衛星基幹放送 ・一般放送
・ビデオソフトの製作・買付・販売 ・宣伝の企画・制作・代理
・音楽著作権の利用開発・許諾

②演劇事業
・演劇の企画・製作・興行 ・俳優・タレントの斡旋
・舞台衣裳の製作・売買・賃貸 ・演劇舞台の大道具・小道具・音響の製作・販売
・劇場内イヤホンガイドサービス

③不動産事業
・所有不動産の賃貸 ・不動産の管理・清掃

④その他の事業
・プログラムの製作・販売 ・キャラクター商品の企画・販売
・配信コンテンツの企画・制作 ・新規事業開発
・飲食サービス ・ゲームソフトウェアの企画、開発、制作及び販売

● 主要な事業内容（2026年2月28日現在）

●主要な事業所（2026年2月28日現在）
①　本社・支社
＜当社＞本社　　東京都中央区築地四丁目1番1号
　　　　　　　　関西支社（大阪府）
＜子会社＞
【株式会社松竹マルチプレックスシアターズ】本社　　東京都中央区築地四丁目1番1号
【松竹ブロードキャスティング株式会社】　　本社　　東京都中央区築地四丁目1番1号
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主要な事業所

北海道 札幌シネマフロンティア（4） 神奈川 MOVIX橋本（9）

宮　城 MOVIX仙台（10） 静　岡 MOVIX清水（9）

茨　城 MOVIXつくば（9） 愛　知 MOVIX三好（12）

栃　木 MOVIX宇都宮（10） 〃 ミッドランドスクエア シネマ（5）

群　馬 MOVIX伊勢崎（10） 京　都 MOVIX京都（12）

埼　玉 MOVIXさいたま（12） 大　阪 なんばパークスシネマ（6）

〃 MOVIX川口（9） 〃 大阪ステーションシティシネマ（6）

〃 T・ジョイ エミテラス所沢 (1) 〃 MOVIX八尾（12）

千　葉 MOVIX柏の葉（10） 兵　庫 MOVIXあまがさき（11）

東　京 丸の内ピカデリー（3） 鳥　取 MOVIX日吉津（6）

〃 新宿ピカデリー（10） 岡　山 MOVIX倉敷（10）

〃 東劇 (1) 広　島 MOVIX広島駅（9）

〃 MOVIX亀有（10） 山　口 MOVIX周南（7）

〃 MOVIX昭島（12） 熊　本 熊本ピカデリー（10）

神奈川 横浜ブルク13（3）

東　京 歌舞伎座 京　都 南座

〃 新橋演舞場 大　阪 大阪松竹座

東　京 歌舞伎座タワー 東　京 浅草六区松竹ビル

〃 築地松竹ビル 神奈川 松竹大船ショッピングセンター

〃 東劇ビル 京　都 京都松竹阪井座ビル

〃 銀座２丁目松竹ビル 〃 京都撮影所

〃 銀座２丁目松竹ビル ANNEX 〃 京都松竹座ビル

〃 有楽町マリオン 大　阪 大阪松竹座

〃 新宿松竹会館 福　岡 博多STビル

〃 松竹倶楽部ビル

②映画劇場　　＜子会社＞【株式会社松竹マルチプレックスシアターズ】

合計　29サイト　238スクリーン （　）内はスクリーン数又は持分スクリーン数
（注）2025年3月24日にMOVIX広島駅を開業いたしました。
（注）MOVIX堺は2026年2月28日に閉館いたしました。

③当社の演劇劇場

        （注）大阪松竹座は2026年5月公演をもって閉館する予定です。

④賃貸ビル他　　＜当社＞

－ 2 －
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当社の体制および方針

●業務の適正を確保するための体制
①取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
1．取締役および使用人は、「松竹グループミッション・ビジョン」「松竹グループ行動規範」「取

締役、上席執行役員服務規律規程」「従業員就業規則」に基づき、その職務の執行にあたり法
令、定款および企業倫理の遵守につとめる。

2．社内コンプライアンス体制の整備の一環として、社長を委員長とするリスク管理委員会を設置
し、定期的に開催する。不祥事、事故発生時の報告は同委員会に集約され、対策を講じる。

3．｢松竹グループ内部通報規程｣ に基づき、ヘルプラインを設置し、法令、定款および企業倫理違反
行為等について使用人が直接情報提供を行う手段として、グループとしての内部通報制度を運用
する。

4．取締役会は、取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制並びに
会社業務の適正を確保するための体制の整備を行う。

②取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
　取締役の職務執行又は意思決定に関する文書（電磁的記録を含む）については、「文書管理規程」
にその整理、保管および処理等の取り扱いに必要な基準を定め、情報の機密性、完全性、可用性を確
保する。

③損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1．｢松竹グループリスク管理規程｣ に基づき、リスク管理委員会を定期的に開催し、グループ全体の

リスクを網羅的かつ総括的に管理する。
2．財務報告に重大な影響を与えるリスクについては、各部門による日常的モニタリングおよび「内

部統制運用規程」に基づく内部統制評価によって適切に管理されるものとし、リスク管理委員会
は内部統制評価結果を検討した上で、取締役会および監査役会に報告する。

－ 3 －
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当社の体制および方針

④取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1．変化の激しい経営環境に対し機敏な対応を図るため、取締役会を「取締役会規則」に基づき毎月

1回以上開催し、業務執行の意思決定を行う。
2．業務執行に関する権限および手続については「職務権限規程」「稟議規程」に定めるものとす

る。

⑤企業集団における業務の適正を確保するための体制
1．｢内部統制運用規程｣ に基づき、企業集団内における内部統制システムの整備、運用および見直し

等を行い、会社の健全化、効率化および公正化を図る。
2．｢内部監査規程｣ に基づき、内部監査室は、子会社の内部監査を実施し、内部管理体制の適切性お

よび有効性を検証し、その結果を取締役会長・取締役社長および監査役会に報告する。
3．当社取締役、当社グループ各社の社長は、各部門並びに各社の業務執行の適正を確保する内部統

制の確立および運用について権限と責任を有する。

⑥監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項お
よび当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

　取締役は監査役を補助すべき使用人の任命、解任、人事異動、評価、賃金の改定その他について
は、監査役会の意見を聴取した上で、取締役はこれを尊重し、独立性を確保する。また、監査役を補
助すべき使用人は業務の執行にかかる役職を兼務しないこととする。

⑦当社グループの取締役および使用人が監査役に報告するための体制
1．当社グループの取締役および使用人は当社の業務および経営における重要な事項については、監

査役会に報告することとする。また監査役会はいつでも必要に応じて取締役および使用人に対し
て報告を求めることができる。

2．当社は、当社グループの取締役および使用人が監査役会へ当該報告をしたことを理由として、不
利な取り扱いを行うことを禁止する。

－ 4 －
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当社の体制および方針

⑧その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1．監査役会は、社長および会計監査人と定期的に会合を持ち、当社が対処すべき課題および監査上

の重要課題等について意見交換を行うものとする。また、監査役会が必要と認めたときは社長と
協議の上、特定事項について関係各部署に対して、監査への協力を求めることが出来る。

2．監査役会は、必要に応じて独自の外部専門家（弁護士・公認会計士等）から監査業務に関する助
言を受けることが出来る。

⑨反社会的勢力を排除するための体制
1．企業の社会的責任として、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との関係を遮断す

る旨を「松竹グループ行動規範」に明記し周知徹底を図る。
2．反社会的勢力からの不当要求や、会社に利益となる商取引を持ちかけられたとしても、毅然とし

た態度で対応のうえ断固拒絶し、仮に不当要求等がなされた場合は、個人で対応することなく会
社組織として警察や弁護士、外部の専門機関と連携して対応する。

－ 5 －
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当社の体制および方針

●業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、前記「業務の適正を確保するための体制」
に掲げた内部統制の施策に従い、その基本方針に基づき具体的な取り組みを行うとともに、その運用
状況について重要な不備がないかモニタリングを適宜行っており、その結果をリスク管理委員会に年
2回報告しております。
　また、管理部門・内部監査室・グループ戦略室が中心となり、当社および当社グループ各社に対し
てコンプライアンスについて周知徹底を行い、当社グループの内部統制の運用が有効に機能するよう
努めております。

●剰余金の配当等の決定に関する方針
　当社では、収益状況や経営基盤の強化と将来の事業展開に備えた内部留保の充実状況等を勘案し、
安定的に配当を継続していくことを基本方針としております。

－ 6 －
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連結株主資本等変動計算書

連結株主資本等変動計算書 （自　2025年3月1日　至　2026年2月28日） (単位：百万円)

株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 33,018 30,191 15,100 △1,430 76,879
当期変動額
剰余金の配当 △414 △414
親会社株主に帰属する
当期純利益 5,236 5,236

自己株式の取得 △14 △14
自己株式の処分 18 29 48
持分法適用会社に対する持分
変動に伴う自己株式の増減 △0 △0

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － 18 4,821 14 4,855
当期末残高 33,018 30,210 19,921 △1,415 81,735

その他の包括利益累計額
非支配株主持分 純資産合計その他有価証券

評 価 差 額 金
為 替 換 算
調 整 勘 定

退職給付に係る
調 整 累 計 額

その他の包括
利益累計額合計

当期首残高 16,537 △63 △297 16,176 96 93,152
当期変動額
剰余金の配当 △414
親会社株主に帰属する
当期純利益 5,236

自己株式の取得 △14
自己株式の処分 48
持分法適用会社に対する持分
変動に伴う自己株式の増減 △0

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 10,129 － 166 10,296 9 10,306

当期変動額合計 10,129 － 166 10,296 9 15,161
当期末残高 26,667 △63 △130 26,472 106 108,314
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連結注記表

連結注記表

連結計算書類作成のための基本となる重要な事項
１．連結の範囲に関する事項

⑴　連結子会社の数　14社
主要な連結子会社の名称
㈱松竹マルチプレックスシアターズ、松竹ブロードキャスティング㈱、松竹衣裳㈱

⑵　主要な非連結子会社の名称等
松竹ベンチャーズ㈱
（連結の範囲から除いた理由）
非連結子会社は、小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純利益（持分に見合う額）及び利益
剰余金（持分に見合う額）等がいずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないためでありま
す。

２．持分法の適用に関する事項
⑴　持分法を適用した関連会社の数　８社

主要な持分法適用会社の名称
㈱歌舞伎座
なお、BS松竹東急㈱については、全保有株式を譲渡したことから、当連結会計年度より持分法の適
用範囲から除外しております。

⑵　持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社のうち主要な会社の名称
松竹ベンチャーズ㈱

⑶　持分法非適用会社について持分法を適用しない理由
持分法を適用していない非連結子会社３社及び関連会社１社は当期純損益（持分に見合う額）、利
益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が
軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しています。
当連結会計年度より、松竹ショウビズスタジオ㈱は決算期を12月31日から２月末日に変更しており
ます。この決算期変更に伴い、当連結会計年度において、2025年１月１日から2026年２月28日ま
での14ヶ月間の計算書類を使用しております。この決算期変更による損益に与える影響は軽微であ
ります。
また、当連結会計年度より、日本演劇衣裳㈱は決算期を３月31日から２月末日に変更しておりま
す。日本演劇衣裳㈱は従来より連結決算日（２月末日）の仮決算（正規の決算に準ずる合理的な手続
による決算）に基づく計算書類を使用しており、この決算期変更による損益に与える影響はありませ
ん。
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連結注記表

４．重要な会計方針に関する事項
⑴　重要な資産の評価基準及び評価方法

有価証券
その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの 時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。）

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法
デリバティブ 時価法

棚卸資産
原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）によっております。
ビデオ商品・プログラム・キャラクター商品……移動平均法による原価法
映像版権商品…………………………………………個別法による原価法
その他の商品…………………………………………先入先出法による原価法
製品・仕掛品…………………………………………個別法による原価法
原材料・貯蔵品………………………………………先入先出法による原価法

⑵　重要な減価償却資産の減価償却の方法
有形固定資産（リース資産を除く） 定額法

ただし、その他の有形固定資産（貸衣裳）は定
率法によっております。また、取得価額10万
円以上20万円未満の少額減価償却資産につい
ては、３年間均等償却によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物及び構築物……………３～50年
設備…………………………３～50年

無形固定資産（リース資産を除く） 定額法
ただし、自社利用のソフトウエアについては、
社内における利用可能期間（５年）に基づく定
額法によっております。

リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る
リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とす
る定額法によっております。
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連結注記表

⑶　重要な引当金の計上基準
貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については実績繰入率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。

賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の賞与支給見込額の
うち、当連結会計年度に負担すべき額を計上しております。

役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく連結会
計年度末における要支給額を計上しております。

事業撤退損失引当金 事業の撤退に伴い、将来発生することが見込まれる損失を計上しておりま
す。

⑷　退職給付に係る会計処理の方法
イ．退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる
方法については、給付算定式基準によっております。

ロ．数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用はその発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による
定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一
定の年数（10年）による定額法により按分した額を翌連結会計年度から費用処理すること
としております。

⑸　収益及び費用の計上基準
イ．映像関連事業

映像関連事業においては、主に、劇場運営、映画配給、映像版権許諾、有料放送を行ってお
ります。
劇場用映画は原則として製作委員会方式で製作しており、各担当窓口の業務を通じて各種収
益を獲得しております。
劇場運営の主な内容は、興行収入、劇場でのフード・ドリンク等の販売、プログラム・キャ
ラクター商品の販売による収入になります。興行収入は主にチケットが劇場に着券した時点
で、収益を認識しております。劇場でのフード・ドリンク、プログラム・キャラクター商品
の販売による収入は、商品の引渡時点において収益を認識しております。
映画配給は、主に映画興行会社に対して映画作品を上映する権利を許諾し、その対価として
映画興行会社より報告される興行収入に一定割合を乗じた金額を配給収入として受領してお
ります。当該配給収入は映画興行会社からの報告書に基づいて収益を認識しております。
映像版権許諾は、当企業グループが所有する映像作品に関するテレビ放映権、映像配信権等
の各種権利を顧客に許諾しております。これらは主に使用権に該当するため、一時点で収益
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を認識しております。具体的には、該当の契約における権利許諾開始日の到来等、顧客がラ
イセンスからの便益を享受できるようになった時点で収益を認識しております。
有料放送の主な内容は、放送プラットフォーム事業者へ番組を供給し、当該放送プラットフ
ォームのチャンネル加入者からの視聴料収入になります。これらは、放送プラットフォーム
事業者からの報告に基づき、収益を認識しております。

ロ．演劇事業
演劇事業においては、主に、劇場運営を行っております。
劇場運営の主な内容は、当社主催の歌舞伎・演劇のチケット販売による収入になります。
演劇事業における興行収入は主にチケットが劇場に着券した時点で、収益を認識しておりま
す。

ハ．不動産事業
不動産事業においては、主にオフィスビル等の不動産賃貸を行っております。
不動産賃貸による収入は「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号　2007年
３月30日）に従い、賃貸借契約期間にわたって収益を認識しております。

⑹　重要なヘッジ会計の方法
イ．ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。なお、金利スワップ取引は、特例処理の要件を満たして
いる場合には特例処理を採用しております。

ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段　　金利スワップ取引
ヘッジ対象　　借入金

ハ．ヘッジ方針
借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、ヘッジ対象の識
別は個別契約ごとに行っております。

ニ．ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動又はキャ
ッシュ・フロー変動の累計とを比較し、両者の変動額等を基礎としてヘッジの有効性を評価
しております。ただし、特例処理によっている金利スワップについては有効性の評価を省略
しております。
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会計方針の変更
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　2022年10月28日。以下
「2022年改正会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改正会計基準第
20－３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準
適用指針第28号　2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。）第65－２項(2)ただし書き
に定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による連結計算書類への影響はあり
ません。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結計算書
類における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首から適
用しております。

会計上の見積りに関する注記
（繰延税金資産の回収可能性）

⑴　当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額
 　繰延税金資産　　  136百万円
 　繰延税金負債　15,426百万円

連結貸借対照表には同一納税主体間の繰延税金資産と繰延税金負債を相殺した金額を計上しておりま
す。
なお、上記は主に松竹㈱及び連結子会社である㈱松竹マルチプレックスシアターズで発生しており、松
竹㈱は繰延税金負債15,124百万円を計上、㈱松竹マルチプレックスシアターズは繰延税金負債401百
万円を計上しております。松竹㈱の繰延税金負債と相殺する前の繰延税金資産の金額は1,814百万円で
あり、将来減算一時差異等に係る繰延税金資産の総額4,007百万円から評価性引当額2,193百万円が控
除されております。また、㈱松竹マルチプレックスシアターズの繰延税金負債と相殺する前の繰延税金
資産の金額は654百万円であり、税務上の繰越欠損金を含む将来減算一時差異等に係る繰延税金資産の
総額3,303百万円から評価性引当額2,648百万円が控除されております。

⑵　会計上の見積りの内容について連結計算書類利用者の理解に資するその他の情報
①　当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額の算出方法

将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に対して、解消見込年度のスケジューリング及び将来の収益
力に基づく課税所得の見積りにより、繰延税金資産の回収可能性を判断しております。

②　当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
将来の課税所得の見積りは、将来の利益計画を基礎としております。将来の利益計画は松竹㈱及び㈱松
竹マルチプレックスシアターズの事業に関する将来の業績見込となります。
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③　重要な会計上の見積りが当連結会計年度の翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
将来の課税所得の発生の基礎となる利益計画には外部環境の変化等による不確実性が伴います。不確実
性の影響により実際に発生した課税所得の時期及び金額が見積りと異なった場合、翌連結会計年度の連
結計算書類において、繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。

（映像関連事業の劇場に関する固定資産の減損）
⑴　当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

当企業グループは、当連結会計年度末現在の連結貸借対照表において、㈱松竹マルチプレックスシアタ
ーズの映画劇場に係る固定資産残高は11,802百万円を計上しております。

⑵　会計上の見積りの内容について連結計算書類利用者の理解に資するその他の情報
①　当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額の算出方法

㈱松竹マルチプレックスシアターズにおいては各劇場を独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の
単位としてグルーピングをしております。減損の兆候が認められる場合には減損の認識の要否を判定し
ております。減損の認識が必要となる場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額を
減損損失として認識しております。

②　当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
減損の認識の要否を判定するにあたって、割引前将来キャッシュ・フローを計算しております。また、
回収可能価額の算定にあたって、割引後将来キャッシュ・フローを計算しております。これら計算に使
用する将来キャッシュ・フローは将来の利益計画を基礎としております。

③　重要な会計上の見積りが当連結会計年度の翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
将来キャッシュ・フローの基礎となる利益計画には外部環境の変化等による不確実性が伴います。不確
実性の影響により実際に発生した将来キャッシュ・フローの時期及び金額が見積りと異なった場合、翌
連結会計年度の連結計算書類において、固定資産の減損損失の金額に重要な影響を与える可能性があり
ます。

（関係会社への投融資に関する評価）
⑴　当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

当企業グループは、当連結会計年度末現在の連結貸借対照表において、関係会社株式1,404百万円を計
上しております。

⑵　会計上の見積りの内容について連結計算書類利用者の理解に資するその他の情報
①　当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額の算出方法

関係会社株式は発行会社の財政状態が著しく悪化したときは、回復可能性が十分な証拠によって裏付け
られる場合を除き、相当の減額を行うこととしています。

②　当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
関係会社への投融資の評価に用いた主要な仮定は、各関係会社の将来の事業計画によるものです。
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③　重要な会計上の見積りが当連結会計年度の翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
各関係会社の将来の利益計画には外部環境の変化等による不確実性が伴います。不確実性の影響により
実際に発生した将来キャッシュ・フローの時期及び金額が見積りと異なった場合、翌連結会計年度の連
結計算書類において、関係会社株式に重要な影響を与える可能性があります。

（演劇事業の固定資産の減損）
⑴　当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

当企業グループは、当連結会計年度末現在の連結貸借対照表において、松竹㈱における演劇事業の固定
資産残高として7,503百万円を計上しております。

⑵　会計上の見積りの内容について連結計算書類利用者の理解に資するその他の情報
①　当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額の算出方法

松竹㈱の演劇事業においては各劇場を独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位としてグルー
ピングをしております。減損の兆候が認められる場合には減損の認識の要否を判定しております。減損
の認識が必要となる場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額を減損損失として認
識しております。

②　当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
減損の認識の要否を判定するにあたって、割引前将来キャッシュ・フローを計算しております。また、
回収可能価額の算定にあたって、割引後将来キャッシュ・フローを計算しております。これら計算に使
用する将来キャッシュ・フローは将来の利益計画を基礎としております。

③　重要な会計上の見積りが当連結会計年度の翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
将来キャッシュ・フローの基礎となる利益計画には外部環境の変化等による不確実性が伴います。不確
実性の影響により実際に発生した将来キャッシュ・フローの時期及び金額が見積りと異なった場合、翌
連結会計年度の連結計算書類において、固定資産の減損損失の金額に重要な影響を与える可能性があり
ます。
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１．有形固定資産の減価償却累計額 90,353百万円

建物及び構築物 25,529百万円
土地 20,204百万円
投資有価証券 29,210百万円

計 74,944百万円

短期借入金 3,170百万円
長期借入金（１年以内返済分を含む） 47,807百万円

計 50,977百万円

保証先 保証額

（従業員）

住宅資金他 1

合計 1

当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 16,475百万円
借入実行残高 3,700百万円
差引額 12,775百万円

設備 3,209百万円
機械装置及び運搬具 480百万円
工具、器具及び備品 95百万円

連結貸借対照表に関する注記

２．担保に供している資産及び担保に係る債務
⑴　担保に供している資産

⑵　担保に係る債務

３．保証債務
従業員の金融機関からの借入に対し、下記のとおり債務の保証を行っております。

（単位：百万円）

４．当座貸越契約及び貸出コミットメント
運転資金の効率的な調達を行うため、当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しておりま
す。これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

５．国庫補助金等により有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額は、次のとおりであります。

－ 15 －



2026/04/24 19:16:47 / 25287025_松竹株式会社_招集通知

連結注記表

普通株式 13,937,857株

決 議
株式の
種　類

配当金の総
額(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基 準 日 効 力 発 生 日

2025年５月27日
定時株主総会

普通
株式

414 30 2025年２月28日 2025年５月28日

連結株主資本等変動計算書に関する注記
１．当連結会計年度末における発行済株式の種類及び総数

２．配当に関する事項
⑴　配当金支払額

⑵　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
2026年５月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案し
ております。
①　配当金の総額                     552百万円
②　１株当たり配当額               40円
③　基準日                              2026年２月28日
④　効力発生日                        2026年５月27日
なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。

金融商品に関する注記
１．金融商品の状況に関する事項

当企業グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、資金調達については主に銀行等金融機
関からの借入、社債発行及び株式発行による方針です。
受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、取引先ごとに期日管理及び残高管理を
行うとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。また、投資有価
証券は主として株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っております。
支払手形及び買掛金は、１年以内の支払期日です。借入金の使途は運転資金（主として短期）及び設備投
資資金（長期）であり、一部の長期借入金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引を実施して支払利
息の固定化を実施しております。なお、デリバティブは内部管理規程に従い、実需の範囲で行うこととし
ております。
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連結貸借対照表計上額 時価 差額

(1) 投資有価証券

その他有価証券 54,920 54,920 －

関連会社株式 － 7,517 7,517

(2) 長期借入金（＊） 60,998 59,503 △1,495

区分 連結貸借対照表計上額

非上場株式等（＊1） 2,236

２．金融商品の時価等に関する事項
2026年２月28日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
は、次のとおりであります。なお、「現金及び預金」、「受取手形、売掛金及び契約資産」、「支払手形
及び買掛金」、「短期借入金」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価
額に近似するものであることから、記載を省略しております。

（単位：百万円）

（＊）１年内返済予定の長期借入金は、長期借入金に含めております。
（注１）デリバティブ取引に関する事項

⑵　長期借入金
一部の変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理の対象とされております（下記「デリバ
ティブ取引」参照）。
デリバティブ取引
金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されて
いるため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております（上記⑵参照）。

（注２）市場価格のない株式等は、上記表の「(1) 投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の
連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

（単位：百万円）

（＊1）非上場株式等は「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19
号　2020年３月31日）第５項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。

（注３）連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合その他これに準ずる事業体への出資については、
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年６月17日）
第24-16項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。当該出資の連結貸借対照表計上額は641
百万円であります。
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区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券
　その他有価証券
　　株式 54,871 － － 54,871
　　投資信託 － 49 － 49

資産計 54,871 49 － 54,920

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベル
に分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時
価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算
定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ
れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

(1）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
（単位：百万円）
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区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券
　関連会社株式
　　株式 7,517 － － 7,517

資産計 7,517 － － 7,517
長期借入金 － 59,503 － 59,503

負債計 － 59,503 － 59,503

(2）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
（単位：百万円）

（注）　時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その
時価をレベル１の時価に分類しております。また、市場における取引価格が存在しない投資信託につ
いて、解約または買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がな
い場合には基準価額を時価とし、レベル２の時価に分類しております。

長期借入金（１年内返済予定を含む）
元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価値法によ
り算定しており、レベル２の時価に分類しております。
また、金利スワップの特例処理の対象とされている長期借入金は、当該金利スワップと一体として処
理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積もられる利率で割り
引いて算定しており、レベル２の時価に分類しております。

賃貸等不動産に関する注記
１．賃貸等不動産の状況に関する事項

当社及び一部の連結子会社では、東京都その他の地域において、賃貸用のオフィスビル及び賃貸商業施設
（土地を含む。）等を有しております。当連結会計年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は
4,429百万円（賃貸収益は売上高に、主な賃貸費用は売上原価に計上）であります。
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連結注記表

連結貸借対照表計上額（注)１ 当連結会計年度末の時価
(注)２当連結会計年度期首残高 当連結会計年度増減額 当連結会計年度末残高

74,581 △991 73,590 173,182

報告セグメント その他
(注)１ 合計

映像関連事業 演劇事業 不動産事業

主要な財又はサービス

　劇場運営 32,029 20,086 － － 52,116

　映画配給 5,166 154 － － 5,320

　映像版権許諾 5,850 31 － 31 5,914

　有料放送 2,912 － － － 2,912

　その他 6,990 6,822 2,308 3,374 19,495

顧客との契約から生じる収益 52,949 27,096 2,308 3,405 85,759

その他の収益 (注)２ － 179 12,310 － 12,490

外部顧客への売上高 52,949 27,275 14,618 3,405 98,249

２．賃貸等不動産時価等に関する事項
（単位：百万円）

（注）１. 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
２. 当連結会計年度末の時価は、主として社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価に基づく金額（指標

等を用いて調整を行ったものを含む。）であります。

収益認識に関する注記
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当連結会計年度（自　2025年３月１日　至　2026年２月28日）

（単位：百万円）

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、プログラムの製
作・販売、キャラクター商品の企画・販売、配信コンテンツの企画・制作、新規事業開発等で
あります。

２．その他の収益には、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号　2007年３月
30日）に基づく所有不動産の賃貸収入等が含まれております。
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２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
(1)  映像関連事業

映像関連事業においては、主に、劇場運営、映画配給、映像版権許諾、有料放送を行っておりま
す。
劇場運営の主な内容は、興行収入、劇場でのフード・ドリンク等の販売、プログラム・キャラクタ
ー商品の販売になります。
映画興行はチケット購入者が劇場での鑑賞できる環境を提供する義務を負っております。
そのため、履行義務の充足時点については、主にチケットが劇場に着券した時点としています。こ
れは、主に顧客が劇場で映画を鑑賞した時点で便益を享受するものであるためです。また、個人の
顧客に対して、顧客の鑑賞回数等に応じてポイントを付与するポイントプログラムを導入しており
ます。顧客に付与されたポイントは映画の無料鑑賞に充当が可能であり、映画の無料鑑賞が可能な
ポイントを履行義務として認識し、将来の失効見込み等を考慮して算定された独立販売価格を基礎
として取引価格の配分を行い、ポイントが使用された時点で収益を認識しております。
劇場でのフード・ドリンク等の販売、プログラム・キャラクター商品の販売は購入者に該当の商品
を引き渡す義務を負っております。
そのため、履行義務の充足時点については、商品が顧客に引き渡された時点としています。これ
は、顧客が商品の引き渡しを受けた時点で便益を享受するものであるためです。
なお、プログラム・キャラクター商品の受託販売取引については、当企業グループの役割が代理人
に該当すると判断し、顧客から受け取る額から委託元もしくは仕入先に支払う額を控除した純額を
収益として認識しております。
取引の対価は、履行義務の充足時点から概ね１年以内に受領されており、重要な金融要素は含んで
おりません。
映画配給は、主に映画興行会社に対して映画作品を上映する権利を許諾しております。
そのため、履行義務の充足時点は映画興行会社がライセンスを利用した時点としております。これ
は、興行収入に基づくものであるためです。なお、映画配給収入は、映画興行会社と価格交渉を行
って取引価格を決定する実務慣行があり、価格交渉の結果、取引価格が変動する可能性があること
から、これを変動対価として認識しております。このため取引価格が未確定の作品については、過
去の取引実績等を考慮し、価格交渉により妥結する可能性が最も高いと見込まれる価格を見積って
算定しております。
なお、映画等の委託を受け配給業務を行う受託配給については、当企業グループの役割が代理人に
該当すると判断し、顧客から受け取る額から委託元もしくは仕入先に支払う額を控除した純額を収
益として認識しております。
取引の対価は、契約条件に従い、取引価格が確定した時点から概ね３ヵ月以内に受領されており、
重要な金融要素は含んでおりません。
映像版権許諾は、当企業グループが所有する映像作品に関するテレビ放映権、映像配信権等の各種
権利を顧客に許諾し、当該ライセンス供与を行っております。
そのため、履行義務の充足時点については、ライセンスの許諾開始日としています。
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これは、顧客が利用可能となった時点で便益を享受すると判断しているためです。
取引の対価は、履行義務の充足時点から概ね１年以内に受領されており、重要な金融要素は含んで
おりません。
有料放送の主な内容は、放送プラットフォーム事業者へ番組を供給し、当該放送プラットフォーム
のチャンネル加入者からの視聴料収入になります。
チャンネル加入者に対して番組を放送する義務を負っております。
履行義務の充足時点については、チャンネル加入者の契約期間にわたり充足されるものとしていま
す。これはチャンネル加入者に対しては、契約期間にわたり均一のサービスを提供するものであ
り、当該加入は時の経過に応じて便益を享受すると判断しているためです。
取引の対価は、履行義務の充足時点から概ね１年以内に受領されており、重要な金融要素は含んで
おりません。

(2) 演劇事業
演劇事業においては、主に、劇場運営を行っております。
劇場運営の主な内容は、当社主催の歌舞伎・演劇のチケット販売による収入です。
演劇興行はチケット購入者が劇場での鑑賞できる環境を提供する義務を負っております。
そのため、履行義務の充足時点については、主にチケットが劇場に着券した時点としています。こ
れは、主に顧客が劇場で演劇を鑑賞した時点で便益を享受するものであるためです。
取引の対価は、履行義務の充足時点から概ね１年以内に受領されており、重要な金融要素は含んで
おりません。
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当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権(期首残高) 7,308

顧客との契約から生じた債権(期末残高) 9,564

契約資産(期首残高) 2,548

契約資産(期末残高) 2,409

契約負債(期首残高) 1,736

契約負債(期末残高) 2,298

３．当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

(1) 契約資産及び契約負債の残高等

（単位：百万円）

契約資産は、主に映画興行会社との映画配給契約について期末日時点で完了しているものの、配給会社
として受け取る歩率が未確定である未請求の映画上映料に係る対価に対する当企業グループの権利に関
するものであります。契約資産は、対価に対する当企業グループの権利が無条件になった時点で顧客と
の契約から生じた債権に振り替えられます。当該映画上映に対する対価は、映画配給契約に従い、映画
上映期間終了後に請求し、１年以内に受領しております。
契約負債は、当企業グループ独自のポイントプログラムで販売時付与したポイント及び顧客との契約に
ついて契約条件に基づき顧客から受け取った前受金であります。前者は、顧客が将来においてポイント
を使用するごとにサービスを提供する履行義務に関するものです。そのため、当該ポイント使用時又は
失効時に履行義務が充足されると判断し、ポイント使用時又は失効時に収益を認識し、契約負債を取り
崩しております。後者は、入金に伴い増加し、収益の認識に伴い取り崩されます。
当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、1,736百万
円であります。また、当連結会計年度において、契約資産が139百万円減少した主な理由は、対象とな
る配給作品の興行収入によるものです。また、当連結会計年度において、契約負債が561百万円増加し
た主な理由は、前受金の受取りによるものです。
過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から、当連結会計年度に認識した収益（主に、取引価
格の変動）の額に重要性はありません。
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１．１株当たり純資産額 7,873円26銭
２．１株当たり当期純利益 381円02銭

(2) 残存履行義務に配分した取引価格
未充足（又は部分的に未充足）の履行義務は、当連結会計年度末において440百万円であります。当該
履行義務は、当企業グループ独自のポイントプログラムに関するものであります。ポイントの有効期限
は最終加算日から6ヶ月であることから、その大部分が1年内に認識されると見込んでおります。
なお、当社及び連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の便法を適
用し、当初に予想される契約期間が１年以内の契約について注記の対象に含めておりません。

１株当たり情報に関する注記

重要な後発事象に関する注記
（大阪松竹座ビル解体工事着手）
　当社は、2026年４月14日開催の取締役会におきまして、下記のとおり、大阪松竹座ビル解体工事の
着手について決議いたしました。
(１) 解体工事の経緯
当社が保有する大阪松竹座は新開場からおよそ30年の経過に伴う諸設備の老朽化等により、現施設のま
までの劇場運営は困難となりました。当社は、大阪松竹座（劇場）での興行は2026年５月公演をもって
終了し、関係各所との協議及び諸手続きが整い次第、同建物の解体工事に着手することを2026年４月
14日開催の取締役会にて決定いたしました。
(２）翌連結会計年度の損益に与える影響
2026年４月14日開催の取締役会にて関係各所との協議及び諸手続きが整い次第、当該固定資産の解体
工事に着手することを決議したことにより、「固定資産の減損に係る会計基準」に基づき同建物に関す
る固定資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、翌連結会計年度において減損損失として2,400百万
円の特別損失を計上する見込みです。
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株主資本等変動計算書

株主資本等変動計算書 （自　2025年3月1日　至　2026年2月28日） 　(単位：百万円)
株主資本

資本金
資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本
合 計資 本

準 備 金
そ の 他
資 本
剰 余 金

資 本
剰 余 金
合 計

その他利益剰余金 利 益
剰 余 金
合 計

固 定 資 産
圧縮積立金

繰越利益
剰 余 金

当期首残高 33,018 27,935 2,036 29,972 7,734 11,121 18,855 △979 80,866
当期変動額

固定資産圧縮積立金の取崩 △27 27 － －

剰余金の配当 △414 △414 △414

当期純利益 3,209 3,209 3,209
自己株式の取得 △14 △14
自己株式の処分 18 18 29 48
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 － － 18 18 △27 2,822 2,794 15 2,828
当期末残高 33,018 27,935 2,055 29,990 7,706 13,943 21,649 △964 83,694

評価・換算差額等
純資産合計その他有価証券

評 価 差 額 金
評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当期首残高 16,432 16,432 97,298
当期変動額

固定資産圧縮積立金の取崩 －

剰余金の配当 △414

当期純利益 3,209

自己株式の取得 △14

自己株式の処分 48
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 10,062 10,062 10,062

当期変動額合計 10,062 10,062 12,890
当期末残高 26,494 26,494 110,189
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個別注記表

重要な会計方針に係る事項
１．資産の評価基準及び評価方法

⑴　有価証券
①　子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法
②　その他有価証券

イ　市場価格のない株式等以外のもの 時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。）

ロ　市場価格のない株式等 移動平均法による原価法
⑵　デリバティブ 時価法
⑶　棚卸資産

原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）によっております。
ビデオ商品・プログラム・キャラクター商品…………移動平均法による原価法
映像版権商品………………………………………………個別法による原価法
製品・仕掛品………………………………………………個別法による原価法
貯蔵品………………………………………………………先入先出法による原価法

２．固定資産の減価償却の方法
⑴　有形固定資産（リース資産を除く） 定額法によっております。

また、取得価額10万円以上20万円未満の少額
減価償却資産については、３年間均等償却によ
っております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりでありま
す。

建物　３～50年
設備　３～50年

⑵　無形固定資産（リース資産を除く） 定額法によっております。
ただし、自社利用のソフトウエアについては、
社内における利用可能期間（５年）に基づく定
額法によっております。
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⑶　リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る
リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とす
る定額法によっております。

３．引当金の計上基準
⑴　貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については実績繰入率

により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討
し、回収不能見込額を計上しております。

⑵　賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の賞与支給見込額
のうち、当事業年度に負担すべき額を計上しております。

⑶　退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び
年金資産の見込額に基づき、計上しております。
なお、過去勤務費用はその発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定
の年数（10年）による定額法により費用処理しております。
また、数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残
存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額を翌
事業年度から費用処理することとしております。

⑷　債務保証損失引当金 債務保証等に係る損失に備えるため、被保証先の財政状態等を勘案し、損
失見込額を計上しております。

⑸　関係会社事業損失引当金 関係会社の事業損失に備えるため、関係会社の財政状態等を勘案し、損失
見込額を計上しております。

⑹　事業撤退損失引当金 事業の撤退に伴い、将来発生することが見込まれる損失を計上しておりま
す。

４．重要な収益及び費用の計上基準
⑴　映像関連事業

劇場用映画は原則として製作委員会方式で製作しており、各担当窓口の業務を通じて各種収益を獲得
しております。
映画配給は、主に映画興行会社に対して映画作品を上映する権利を許諾し、その対価として映画興行
会社より報告される興行収入に一定割合を乗じた金額を配給収入として受領しております。当該配給
収入は映画興行会社からの報告書に基づいて収益を認識しております。
映像版権許諾は、当企業グループが所有する映像作品に関するテレビ放映権、映像配信権等の各種権
利を顧客に許諾しております。これらは主に使用権に該当するため、一時点で収益を認識しておりま
す。具体的には、該当の契約における権利許諾開始日の到来等、顧客がライセンスからの便益を享受
できるようになった時点で収益を認識しております。
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⑵　演劇事業
演劇事業においては、主に、劇場運営を行っております。
劇場運営の主な内容は、当社主催の歌舞伎・演劇のチケット販売による収入になります。
演劇事業のおける興行収入は主にチケットが劇場に着券した時点で、収益を認識しております。

⑶　不動産事業
不動産事業においては、主にオフィスビル等の不動産賃貸を行っております。
不動産賃貸による収入は「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号　2007年３月30
日）に従い、賃貸借契約期間にわたって収益を認識しております。

５．ヘッジ会計の方法
⑴　ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。
なお、金利スワップ取引は、特例処理の要件を満たしている場合には特例処理を採用しております。

⑵　ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段 金利スワップ取引
ヘッジ対象 借入金

⑶　ヘッジ方針
借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、ヘッジ対象の識別は個別契
約ごとに行っております。

⑷　ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フ
ロー変動の累計とを比較し、両者の変動額等を基礎としてヘッジ有効性を評価しております。

６．退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結計算書類にお
けるこれらの会計処理の方法と異なっております。

会計方針の変更
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　2022年10月28日。以下
「2022年改正会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改正会計基準第
20－３項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による計算書類
への影響はありません。
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当事業年度
関係会社株式 14,089
関係会社に対する貸付金 5,059
上記に係る貸倒引当金 1,523
関係会社の借入金等に対する債務保証 380
債務保証損失引当金 380
関係会社事業損失引当金 305

会計上の見積りに関する注記
（繰延税金資産の回収可能性）

⑴　当事業年度の計算書類に計上した金額
繰延税金負債（純額）　15,124百万円
繰延税金負債と相殺する前の繰延税金資産の金額は1,814百万円であり、将来減算一時差異等に係る繰
延税金資産の総額4,007百万円から評価性引当額2,193百万円を控除しております。

⑵　会計上の見積りの内容について計算書類利用者の理解に資するその他の情報
①　当事業年度の計算書類に計上した金額の算出方法

将来減算一時差異に対して、解消見込年度のスケジューリング及び将来の収益力に基づく課税所得の見
積りにより、繰延税金資産の回収可能性を判断しております。

②　当事業年度の計算書類に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
将来の課税所得の見積りは、将来の利益計画を基礎としております。将来の利益計画は当社の将来の業
績見込となります。

③　重要な会計上の見積りが当事業年度の翌事業年度の計算書類に与える影響
将来の課税所得の発生の基礎となる利益計画には外部環境の変化等による不確実性が伴います。不確実
性の影響により実際に発生した課税所得の時期及び金額が見積りと異なった場合、翌事業年度の計算書
類において、繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。

（関係会社への投融資に関する評価）
⑴　当事業年度の計算書類に計上した金額

（単位：百万円）

なお、当事業年度において、関係会社の貸付金に対する貸倒引当金繰入額129百万円及び関係会社株式
評価損７百万円を計上しております。

⑵　会計上の見積りの内容について計算書類利用者の理解に資するその他の情報
①　当事業年度の計算書類に計上した金額の算出方法

関係会社株式は発行会社の財政状態が著しく悪化したときは、回復可能性が十分な証拠によって裏付け
られる場合を除き、相当の減額を行うこととしております。関係会社に対する貸付金は、個別に回収可
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能性を勘案し、回収不能額について貸倒引当金を計上しております。関係会社の借入金等に対する債務
保証に係る損失に備えるため、関係会社の財務内容等を勘案し、損失負担見込額を関係会社債務保証損
失引当金として計上しております。また、債務超過の会社に対しては、関係会社の債務超過額から債務
保証損失引当金を控除した金額を関係会社事業損失引当金として計上しております。

②　当事業年度の計算書類に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
関係会社への投融資の評価に用いた主要な仮定は、各関係会社の将来の事業計画によるものです。

③　重要な会計上の見積りが当事業年度の翌事業年度の計算書類に与える影響
各関係会社の将来の利益計画には外部環境の変化等による不確実性が伴います。不確実性の影響により
実際に発生した利益の時期及び金額が見積りと異なった場合、翌事業年度の計算書類において、関係会
社株式、貸倒引当金、債務保証損失引当金及び関係会社事業損失引当金に影響を与える可能性がありま
す。

（演劇事業における固定資産の減損）
⑴　当事業年度の計算書類に計上した金額

当社は、当事業年度末現在の貸借対照表において、演劇事業の固定資産残高として7,503百万円を計上
しております。

⑵　会計上の見積りの内容について計算書類利用者の理解に資するその他の情報
①　当事業年度の計算書類に計上した金額の算出方法

当社の演劇事業においては各劇場を独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位としてグルーピ
ングをしております。減損の兆候が認められる場合には減損の認識の要否を判定しております。減損の
認識が必要となる場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額を減損損失として認識
しております。

②　当事業年度の計算書類に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
減損の認識の要否を判定するにあたって、割引前将来キャッシュ・フローを計算しております。また、
回収可能価額の算定にあたって、割引後将来キャッシュ・フローを計算しております。これら計算に使
用する将来キャッシュ・フローは将来の利益計画を基礎としております。

③　重要な会計上の見積りが当事業年度の翌事業年度の計算書類に与える影響
将来キャッシュ・フローの基礎となる利益計画には外部環境の変化等による不確実性が伴います。不確
実性の影響により実際に発生した将来キャッシュ・フローの時期及び金額が見積りと異なった場合、翌
事業年度の計算書類において、固定資産の減損損失の金額に重要な影響を与える可能性があります。
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１．有形固定資産の減価償却累計額 70,540百万円

建物 25,529百万円
土地 20,204百万円
投資有価証券 29,210百万円
関係会社株式 422百万円

計 75,366百万円

短期借入金 3,170百万円
長期借入金（１年以内返済分を含む） 47,807百万円

計 50,977百万円

保証先 保証額

（従業員）

住宅資金他 1

合計 1

短期金銭債権 833百万円
長期金銭債権 7,230百万円
短期金銭債務 1,002百万円
長期金銭債務 184百万円

貸借対照表に関する注記

２．担保に供している資産及び担保に係る債務
⑴　担保に供している資産

⑵　担保に係る債務

３．保証債務
下記の会社及び従業員の金融機関等からの借入金等について保証を行っております。

（単位：百万円）

(注) ㈱松竹撮影所に対する保証債務380百万円に対しては債務保証損失引当金を380百万円計上してお
ります。

４．関係会社に対する金銭債権債務
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当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 15,145百万円
借入金実行残高 3,320百万円
差引額 11,825百万円

 機械及び装置 76百万円

売上高 4,506百万円
営業費用 9,924百万円
営業取引以外の取引高 449百万円

普通株式 115,586株

５．当座貸越契約及び貸出コミットメント
運転資金の効率的な調達を行うため、当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。こ
れらの契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

６．国庫補助金等により有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額は、次のとおりであります。

損益計算書に関する注記
関係会社との取引高

株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度末における自己株式の種類及び株式数
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（単位：百万円）
繰延税金資産

未払事業税 79
未払事業所税 13
賞与引当金 125
退職給付引当金 1,179
未払役員退職慰労金 88
株式・出資金評価減 1,032
棚卸資産評価減 197
棚卸資産処分損 187
減損損失 74
その他 1,027

小計 4,007
評価性引当額 △2,193

計 1,814

繰延税金負債
固定資産圧縮積立金 △3,500
退職給付信託設定益 △1,422
その他有価証券評価差額金 △11,732
その他 △283

計 △16,938
繰延税金負債の純額 △15,124

税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第13号）が2025年３月31日に国会で成立したことに
伴い、2026年４月１日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりまし
た。
これに伴い、2027年３月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及
び繰延税金負債については、法定実効税率を 30.6％から 31.5％に変更し計算しております。
この税率変更に伴い繰延税金負債の金額（繰延税金資産を控除した金額）が113百万円、法人税等調整額（借
方）が113百万円それぞれ増加しております。

－ 33 －
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個別注記表

属性 会社等の
名 称 住 所 資 本 金

（百万円）
事業の内容
又 は 職 業

議 決 権 等 の
所 有 割 合

（％）

関 係 内 容
取引の内容 取引金額

（百万円） 科目 期末残高
（百万円）役員の

兼任等
事 業 上
の 関 係

子会社
㈱松竹マルチ
プレックスシ
ア タ ー ズ

東 京 都
中 央 区 3,937

複合型映
画館の開
発・運営

所有
直接

100.0％
役員
1名

映画の配給
及び建物の
賃貸

資金の
貸付
（注）３
貸付の
回収
（注）３

500

2,000
長 期 貸 付 金 4,000

関連
会社 ㈱ 歌 舞 伎 座 東 京 都

中 央 区 2,365 不動産
賃貸

（所有）
　　13.8
　　[7.4]
（被所有）
　　　3.6

役員
1名

土地の賃借
土地及び建
物の賃貸

土地の
賃借
（注）４

882
前 払 費 用

長期前払費用
（ 注 ） ５

341

10,564

関連
会社 BS松竹東急㈱ 東 京 都

中 央 区 100 衛星基幹
放送

所有
　間接
　　33.3

役員
１名

映像版権の
供給

資金の
貸付
（注）３

債権放棄
（注）６

1,000

901
－ －

１．１株当たり純資産額 7,971円87銭
２．１株当たり当期純利益 232円18銭

収益認識に関する注記
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「連結計算書類　連結注記表　収益認識に関
する注記」に同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。

関連当事者との取引に関する注記
子会社及び関連会社等

（注）１. 議決権等の所有割合の［　］内は同意している者等の所有割合で外数となっております。
　　　２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。
　　　３．貸付金の利率については、市場金利を勘案して合理的に決定しております。なお、担保は受け入れて

おりません。
　　　４．土地の賃借については、近隣の取引実勢を参考にして契約により所定金額を決定しております。
　　　５．長期前払費用は投資その他の資産の「その他」に含まれております。
　　　６．BS松竹東急㈱は債権放棄した後、2025年７月１日付けでJCOM㈱に全株式を売却しております。債

権放棄にあたって、同社に対して計上した事業撤退損失引当金のうち、658百万円を取り崩しており
ます。

１株当たり情報に関する注記

連結配当規制適用会社に関する注記
　当社は連結配当規制の適用会社であります。

－ 34 －
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重要な後発事象に関する注記
（大阪松竹座ビル解体工事着手）
当社は、2026年４月14日開催の取締役会におきまして、下記のとおり、大阪松竹座ビル解体工事の着手に
ついて決議いたしました。
(１) 解体工事の経緯
当社が保有する大阪松竹座は新開場からおよそ30年の経過に伴う諸設備の老朽化等により、現施設のままで
の劇場運営は困難となりました。当社は、大阪松竹座（劇場）での興行は2026年５月公演をもって終了し、
関係各所との協議及び諸手続きが整い次第、同建物の解体工事に着手することを2026年４月14日開催の取
締役会にて決定いたしました。
(２）翌事業年度の損益に与える影響
2026年４月14日開催の取締役会にて関係各所との協議及び諸手続きが整い次第、当該固定資産の解体工事
に着手することを決議したことにより、「固定資産の減損に係る会計基準」に基づき同建物に関する固定資
産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、翌事業年度において減損損失として2,400百万円の特別損失を計
上する見込みです。

－ 35 －


